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上越市議会の会期等に関する条例 

（会期） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１０２条の２第１

項の規定に基づき、議会の会期は、５月１日から翌年４月３０日までとする。 

（定例日） 

第２条 法第１０２条の２第６項に規定する定期的に会議を開く日（以下「定例日」とい

う。）は、次のとおりとする。 

⑴ ３月１日 

⑵ ６月１日 

⑶ ９月１日 

⑷ １２月１日 

２ 前項の規定にかかわらず、定例日が上越市の休日を定める条例（平成元年上越市条例第

２９号）第２条第１項に規定する市の休日（以下「休日」という。）に当たるときは、そ

の日後においてその日に最も近い休日でない日を定例日とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、議長は、付議する事件の審議の都合その他特別な事情によ

り必要があると認めるときは、定例日を変更することができる。 

（定例日以外の日の会議） 

第３条 議長は、緊急を要する事件があると認めるとき、又は法第１０２条の２第７項の規
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定による会議を開くことの請求があったときは、前条の規定による定例日以外の日に会議

を開かなければならない。この場合においては、緊急を要する事件又は同項の規定により

市長から示された事件に限りこれを会議に付議するものとする。 

２ 議長は、前項に規定する場合に備え、毎月（前条第１項に掲げる日の属する月を除

く。）１日以上特定の日を、会議を開くべき日（以下「審議予備日」という。）としてあ

らかじめ指定するものとする。 

３ 議長は、審議予備日を指定し、又は変更しようとするときは、議会運営委員会の意見を

聴いて、これをしなければならない。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和８年５月１日から施行する。 


